
◎建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律の一部を改正する法律 
（令和元年六月一二日法律第三〇号）   

一、 提案理由（令和元年五月一七日・衆議院国土交通委員会） 

○石井国務大臣 ただいま議題となりました建設業法及び公共工事の入札及び契約の適

正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上

げます。 

 建設業は、我が国の国土づくりの担い手であると同時に、地域の経済や雇用を支え、

災害時には最前線で地域社会の安全、安心を確保するなど、地域の守り手として、国民

生活や社会経済を支える上で重要な役割を担っております。 

 一方で、建設業においては、長時間労働が常態化していることから、工期の適正化な

どを通じた建設業の働き方改革を促進する必要があります。 

 また、現場の急速な高齢化と若者離れが進んでいることから、限りある人材の有効活

用などを通じた建設現場の生産性の向上を促進する必要があります。 

 さらに、平時におけるインフラの整備のみならず、災害時においてその地域における

復旧復興を担うなど、地域の守り手として活躍する建設業者が今後とも活躍し続けるこ

とができるよう事業環境を確保する必要があります。 

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、工期の適正化を図るため、中央建設業審議会において工期に関する基準を作

成、勧告するとともに、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止するほか、これに

違反した発注者に対して必要な勧告等ができることとしております。 

 第二に、限りある人材の有効活用を促進するため、元請建設業者が工事現場ごとに配

置する監理技術者について、その職務を補佐する者が専任で配置されていれば、複数の

現場兼任を認めるとともに、下請建設業者が配置する主任技術者についても、上位下請

が一定の能力を有する主任技術者を専任で配置するなどの場合には、下位下請は主任技

術者を配置することを要しないこととしております。 

 第三に、工場で製造された建設資材の活用を通じた生産性の向上を図るため、万が一、

建設資材のふぐあいに起因して施工不良が生じた場合に、建設業者に対する指示のみに

よっては再発防止を図ることが困難であると認められるときは、不適切な建設資材を引

き渡した製造業者等に対しても、必要な勧告及び命令等ができることとしております。 

 第四に、持続可能な事業環境を確保するため、建設業の許可基準について、建設業に

関して五年以上の経営業務管理責任者としての経験を求めていた基準を緩和するととも

に、建設業の譲渡や法人合併などに際して、事前認可の手続により円滑に承継できる仕

組みの構築を行うこととしております。 

 第五に、公共工事の入札及び契約の適正化に係る指針に定める事項として、公共工事



の施工に必要な工期の確保及び地域における公共工事の施工の時期の平準化を図るため

の方策に関する事項を追加することとしております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由であります。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院国土交通委員長報告（令和元年五月二八日） 

○谷公一君 ただいま議題となりました両法律案につきまして申し上げます。 

 まず、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改

正する法律案について、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げ

ます。 

 本案は、建設業の働き方改革や建設現場の生産性の向上促進などを図るため、著しく

短い期間を工期とする請負契約の締結の禁止、公共工事発注者に必要な工期確保等の方

策を講ずることの努力義務化、建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等の制度の導

入、建設業の許可基準のうち経営能力に関する基準の緩和等の措置を講じようとするも

のであります。 

 本案は、去る五月十六日本委員会に付託され、翌十七日石井国土交通大臣から提案理

由の説明を聴取し、同日、法案審査に資するため、新国立競技場建設現場の視察を行い

ました。次いで、二十二日質疑を行い、同日質疑を終了し、二十四日採決の結果、全会

一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

……………（略）…………… 

 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 

〇附帯決議（令和元年五月二四日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを

期すべきである。 

一 令和六年度から適用される建設業における時間外労働の上限規制を視野に、長時間

労働の是正や週休二日の確保が図られるような工期に関する基準を策定するとともに、

この基準を踏まえ、国及び地方公共団体において、適正な工期の実現が図られるよう

努めること。 

二 地方公共団体に対して、債務負担行為や繰越明許費の活用により、施工時期の平準

化に取り組むべきことを要請するとともに、地方公共団体におけるこれらの円滑な実

施のために必要な取組を進めること。 

三 元請負人と下請負人の間における請負代金の支払の適正化など建設工事の請負契約

の適正化を図るとともに、重層下請構造の改善に向けた取組を進めること。 

四 公共工事設計労務単価の引上げを一次下請以下の全ての建設労働者の賃金上昇につ

なげていくとともに、下請代金のうち労務費相当分が着実に現金で支払われるように



することで、建設労働者への賃金の着実な支払を確保すること。 

五 建設業の許可業者における社会保険加入を達成するとともに、下請負人への法定福

利費の着実な支払及び一人親方をはじめとした小規模な個人事業主やその労働者にお

ける適切な保険への加入を促進すること。また、建設技能者が加入する国民健康保険

組合に対する十分な財政支援に努めること。 

六 技術者について、技術検定制度の再編を始めとして若年者の積極的な登用を促進す

ることにより、担い手を確保するとともに、適正な施工の確保を図ること。 

三、参議院国土交通委員長報告（令和元年六月五日） 

○羽田雄一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、建設業を取り巻く社会経済情勢の変化等に鑑み、建設業者の経営の向上

及び建設工事の適正な施工の確保を図るため、建設業の許可基準のうち経営能力に関す

る基準の緩和、著しく短い期間を工期とする請負契約の締結の禁止、建設資材製造業者

等に対する勧告及び命令等の制度の導入、公共工事の入札及び契約の適正化に係る指針

の記載事項への工期の確保に関する事項の追加等の措置を講じようとするものでありま

す。 

 委員会におきましては、新国立競技場整備事業について工事の進捗状況及び現場にお

ける労働環境の改善に向けた取組等を視察するとともに、適正な工期設定等に向けた取

組、建設業就業者の賃金上昇のための方策、建設業に係る事業承継の要件等について質

疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和元年六月四日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全

を期すべきである。 

一 令和六年度から適用される建設業における時間外労働の上限規制を視野に、長時間

労働の是正や週休二日の確保が図られるような工期に関する基準を策定するとともに、

この基準を踏まえ、国及び地方公共団体において、適正な工期の実現が図られるよう

努めること。 

二 工期の適正化等のための措置が講じられるに当たっては、公共工事のみならず、民

間発注の工事についても、その実現のため十分な取組が進められるよう努めること。

また、週休二日を実現するための大手建設業者による人材確保等に伴い、地域の中小

建設業者・専門工事業者において人材不足や追加費用の過度な負担等が生じることの

ないよう留意するとともに、必要な対策を講ずること。 



三 債務負担行為や繰越明許費の活用により施工時期の平準化に取り組むべきことを、

地方公共団体に対して要請するとともに、これらの円滑な実施のために必要な取組を

進めること。 

四 元請負人と下請負人の間における請負代金の支払の適正化など建設工事の請負契約

の適正化を図るとともに、重層下請構造の改善に向けた取組を進めること。 

五 公共工事設計労務単価の引上げを一次下請以下の全ての建設労働者の賃金上昇につ

なげていくとともに、下請代金のうち労務費相当分が着実に現金で支払われるように

することで、建設労働者への賃金の着実な支払を確保すること。 

六 建設業の許可業者における社会保険加入を達成するとともに、下請負人への法定福

利費の着実な支払及び一人親方を始めとした小規模な個人事業主やその労働者におけ

る適切な保険への加入を促進すること。また、建設技能者が加入する国民健康保険組

合に対する十分な財政支援に努めること。 

七 建設業は、労働災害による死亡者数が全産業中最も多いことを踏まえ、墜落・転落、

交通事故、熱中症等に係る安全対策とともに、メンタルヘルスにも留意した健康管理

が適切に行われるよう、事業者等に対する指導を徹底し、好事例の収集、周知等を通

じ、その取組を支援すること。 

八 技術検定制度の再編を契機として若年者の積極的な登用の促進などを図り、担い手

の確保や適正な施工の確保に努めること。 

  右決議する。 

 


